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令和５年６月佐川町議会定例会会議録(第４号 )

招集年月日 令和５年６月８日

招集の場所 佐川町議会議場

開 会 令和５年６月８日 午前９時宣告

開 議 令和５年６月８日 午前９時宣告（第７日）
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５番 橋元 陽一 ６番 宮﨑知惠子 ７番 西森 勝仁

８番 下川 芳樹 ９番 坂本 玲子 １０番 森 正彦

１１番 松浦 隆起 １２番 岡村 統正 １３番 永田 耕朗

１４番 藤原 健祐

欠 席 議 員 な し
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総 務 課 長 片岡 和子 産業振興課長 下八川久夫

まちづくり推進課 岡田 秀和 建 設 課 長 吉野 広昭
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町長提出議案の題目 別紙のとおり

議員提出議案の題目 な し

議 事 日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。
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令和５年６月佐川町議会定例会議事日程〔第４号〕

令和５年６月８日 午前９時開議

日程第１ 議案第３５号 令和５年度佐川町一般会計補正予算(第２号）

日程第２ 議案第３６号 令和５年度佐川町国民健康保険特別会計補正予算 (第１
号）

日程第３ 議案第３７号 令和５年度佐川町介護保険特別会計補正予算(第１号）

日程第４ 議案第３８号 令和５年度佐川町後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号）
日程第５ 議案第３９号 佐川町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第６ 議案第４０号 佐川町集落活動センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

日程第７ 議案第４１号 佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第８ 議案第４２号 佐川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について

日程第９ 議案第４３号 佐川町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する

条例の制定について

日程第10 議案第４４号 佐川町子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第11 議案第４５号 佐川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

日程第12 議案第４６号 佐川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

日程第13 議案第４７号 庄田・大田川辺地に係る総合整備計画の策定について

日程第14 議員派遣について

日程第15 委員会の閉会中の継続審査及び調査について
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令和５年６月佐川町議会定例会追加議事日程（第４号の追加１）

令和５年６月８日 午前９時開議

日程第１ 議案第４８号 工事請負契約の締結について

日程第２ 議案第４９号 工事請負契約の締結について

日程第３ 議案第５０号 物品購入契約の締結について

日程第４ 議案第５１号 物品購入契約の締結について

日程第５ 議案第５２号 佐川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて
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議長（西森勝仁君）

おはようございます。定刻です。ただいまの出席議員数は 14 人で

す。

定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の日程はお手元に配付のとおりです。

日程第１、議案第 35 号、令和５年度佐川町一般会計補正予算（第

２号）について、質疑を行います。

質疑ありませんか。

13 番（永田耕朗君）

一般会計補正予算の 17 ページの補助金 18 節の 6,600 万。これの

対象世帯人数をわかっておればお聞かせいただきたいと思います。

税務課長（真辺美紀君）

お答えいたします。6,600 万の内訳なんですが、世帯数は 2,200 と

見込んでおりまして 1 世帯３万円ですので 2,200 掛ける３万円の

6,600 万となっております。以上です。

13 番（永田耕朗君）

わかりました。

議長（西森勝仁君）

他に質疑ありませんか。

５番（橋元陽一君）

同じく 30 ページになりますが、８節、地質館運営費で 745 万８千

円の補正が組まれています。この内訳について簡単でかまいません

ので、ご説明お願いします。

総務課長（片岡和子君）

お答えをさせていただきます。失礼しました。地質館運営費の 745

万８千円の増額につきましては、この４月の人事異動によるものに

なっております。職員が 1 名増えたことに伴います増額となってお

ります。以上でございます。

５番（橋元陽一君）

そしたら地質館には、会計年度とかじゃなくて正規で配置された

というふうにとらえていいわけですね。

議長（西森勝仁君）

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 35 号、令和５年度佐川町一般会計補正予算（第２号）につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 35 号は可決されました。

日程第２、議案第 36 号、令和５年度佐川町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）から、日程第４、議案第 38 号、令和５年度佐川

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）まで、一括して質疑

討論を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 36 号、令和５年度佐川町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 36 号は可決されました。

議案第 37 号、令和５年度佐川町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。

賛成全員。

したがって、議案第 37 号は可決されました。
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議案第 38 号、令和５年度佐川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 38 号は可決されました。

日程第５、議案第 39 号、佐川町営住宅管理条例の一部を改正する

条例の制定について、から日程第 13、議案第 47 号、庄田・大田川辺

地にかかる総合整備計画の策定について、まで一括して質疑討論を

行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 39 号、佐川町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 39 号は可決されました。

議案第 40 号、佐川町集落活動センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 40 号は可決されました。

議案第 41 号、佐川町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 41 号は可決されました。

議案第 42 号、佐川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとお
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り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 42 号は可決されました。

議案第 43 号、佐川町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 43 号は可決されました。

議案第 44 号、佐川町子ども・子育て支援法第 87 条の規定による

過料に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のと

おり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 44 号は可決されました。

議案第 45 号、佐川町介護保険条例の一部を改正する条例の制定

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって議案第 45 号は可決されました。

議案第 46 号、佐川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 46 号は可決されました。

議案第 47 号、庄田・大田川辺地に係る総合整備計画の策定につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 47 号は可決されました。

お諮りします。

ただいま、町長から、議案第 48 号から議案第 52 号が提出されま

した。これを日程に追加し、追加日程第 1 から、追加日程第５とし

て議題したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

したがって、議案第 48 号から議案第 52 号までを、日程に追加し、

追加日程第 1 から追加日程第５として議題とすることに決定しまし
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た。

ここで、議案配付のため休憩します。

休憩 午前９時 11 分

再開 午前９時 12 分

議長（西森勝仁君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

追加日程第 1、議案第 48 号、工事請負契約の締結について、を議

題にします。提案理由の説明を求めます。

町長（ 岡雄司君）

おはようございます。それでは、追加議案についてご説明をさせ

ていただきます。

議案第 48 号、工事請負契約の締結につきましては、令和５年６月

１日に入札を行いました、佐川町新文化拠点（仮称）建設工事の契

約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。契約の方法は一般競争入札、契約金額は７億 1,371 万

800 円。契約の相手方は、高知県高知市西秦泉寺 435 番地 1、株式会

社岸之上工務店。代表取締役社長、岸之上憲一でございます。説明

は以上でございます。

なお、議案の詳細につきましては、教育次長の方から説明をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。

教育次長（廣田春秋君）

それでは議案第 48 号、工事請負契約の締結について、ご説明をさ

せていただきます。本件の工事は、佐川町新文化拠点（仮称）建設工

事になります。契約の方法、契約金額、相手方につきましては先ほ

ど町長の提案説明のとおりでございます。

参考資料で説明をさせていただきますので、参考資料、議案第 48

号関係をお開きください。

1 枚目の資料につきましては、入札結果を記載しておりますので

ご確認をいただければというふうに思います。工期につきましては、

令和６年９月 30 日、９月 30 日までと有効しております。

続いて資料２枚目の配置図をご覧ください。資料の概要につきま

しては、整備場所につきましては冨士見町、旧の図書館の跡の敷地
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とその奥、東側の敷地を合わせたところに整備をするというふうに

なっております。敷地面積は約 2,200 平米、建築面積につきまして

は約 1,180 平米、木造平屋建て、それから駐車場として 17 台を整備

することになっております。

資料３枚目のＡ３の平面図をご覧ください。この資料では施設に

配置、整備するスペースとか、部屋についてご説明をいたします。

図面上左側、県道沿いにありますけども県道沿いの西側にエントラ

ンスを設置するということになっておりまして、このエントランス

は、展示機能もあわせ持つというような、エントランスにしており

ます。このエントランスの正面には中庭がありまして、この中庭を

囲むような形で部屋などを設置をしております。

エントランス入って左手になります地図で言うと、上部、上の方

になりますが、そこにトイレ等受付兼事務所を配置しまして、その

受付を抜けて、すぐの閲覧室につきましては、雑誌や新聞を配置す

るメディアコーナーを設けております。メインの閲覧室につきまし

てはこの真ん中の大黒柱、机が配置をされておりますけれども、を

中心として本棚を配置することにしております。この閲覧スペース

で約５万冊の資料を配置できるということになっております。

またそのほかにも、静かに学習や調べ物ができるスペースである

とか、グループ学習ができるスペース、それから子供たちや保護者

がゆっくりと過ごせる子供スタジオ、その他会議室を２部屋設置を

する予定となっております。あと閉架書庫としまして、この平面図

上の真ん中上部になりますが、収蔵庫、ここの収蔵庫は約３万５千

冊が収納可能となっておりまして、そのほかにも川田文庫の資料を

納めます収蔵庫も設置をいたします。

また、交流スペース、平面図上では左の下にありますが、学び合

いスタジオと書いておりますが、交流スペースも設けまして、小さ

な教室であるとか、ワークショップなども開催できるスペースを確

保するというふうになっております。

なお、４枚目にイメージ図も添付をしておりますので、またご覧

になっていただければというふうに思います。説明は以上になりま

す。よろしくお願いいたします。

議長（西森勝仁君）

以上、説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありません

か。
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８番（下川芳樹君）

一つお尋ねをいたします。入札結果の中の失格要因、これ失格の

原因というのをご説明いただきたいと思います。

教育次長（廣田春秋君）

はい。お答えをいたします。入札記録を入札の係の方からまわし

ていただいておりますが、それを見ると予定価格より高かった。と

いうことが、原因になっております。以上です。

議長（西森勝仁君）

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 48 号、工事請負契約の締結について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 48 号は可決されました。

追加日程第２、議案第 49 号、工事請負契約の締結について、を議

題にします。提案理由の説明を求めます。

町長（ 岡雄司君）

それでは、議案第 49 号、工事請負契約の締結につきましては、令

和５年６月１日に入札を行いました、佐川小学校放課後児童クラブ

新築工事の契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。契約の方法は一般競争入札。契約金額は

1 億 1,969 万 1 千円。契約の相手方は、高知県高知市針木東町 26 番

51 号、契約の相手方は有生・高橋特定建設工事共同企業体。代表者、

高知県高知市針木東町 26 番 51 号、有限会社有生、取締役有瀬實で

ございます。説明は以上でございます。なお、議案の詳細につきま

しては、教育次長から説明をさせていただきますのでよろしくお願
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いいたします。

教育次長（廣田春秋君）

それでは議案第 49 号、工事請負契約の締結につきまして、説明を

させていただきます。本件の工事は佐川小学校放課後児童クラブ新

築工事となります。契約の方法、契約金額、相手方につきましては、

先ほど町長の提案説明のとおりでございます。こちらも参考資料で

説明をさせていただきますので、参考資料議案第 49 号関係をご覧く

ださい。

１枚目につきましては、こちらも入札結果を記載をしております。

この失格は３件ありますけれども、この失格については最低制限価

格を下回ったというふうに伺っております。工期につきましては令

和６年３月 20 日までというふうにしております。

資料２枚目の配置図をご覧ください。整備場所ですが、佐川小学

校内の西側、教室棟とプールの間、旧のナウマンクラブの施設があ

った場所というところに整備をすることになっております。建築面

積につきましては約 283 平米。木造平屋建を整備するということに

しております。

続いて資料３枚目平面図をご覧ください。少し施設の概要をご説

明したいと思います。施設には、教室を３棟３室配置をするように

いたしまして、その３つの教室を廊下でつなぐ構造となっておりま

す。廊下は少し大きめにとりまして開放的なスペースといたしてお

ります。入口につきましては北側に１つと、西側に１つ、２つの入

口を設置するということになっております。各教室内につきまして

はそれぞれに静養コーナー。調子の悪くなった子供たちが休めるよ

うなコーナーを設けるというのと、おやつなどを提供するために簡

易なキッチンを設置、設置するようにしております。各教室の面積

は、それぞれ約 60 平米ということで、定員が各教室 35 名というこ

とになりまして合計 105 名の定員というふうになるようになってお

ります。こちらも４枚目にイメージ図を添付しておりますのでまた

ご覧になっていただければというふうに思います。説明は以上です。

どうぞよろしくお願いいたします。

議長（西森勝仁君）

以上、説明が終わりました。

質疑を行います。

質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

質疑なし、と認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 49 号、工事請負契約の締結について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 49 号は可決されました。

追加日程第３、議案第 50 号、物品購入契約の締結について、を議

題にします。提案理由の説明を求めます。

町長（ 岡雄司君）

議案第 50 号、物品購入契約の締結につきましては、令和５年５月

31 日に入札を行いました、令和５年度佐川町消防団ポンプ自動車調

達業務の物品購入契約締結について、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求めるものであります。契約の方法は指名競争入札、契約金

額は 2,893 万円。契約の相手方は、高知県高知市葛島４丁目８番 42

号、株式会社クロイワ、代表取締役、黒岩俊二でございます。説明は

以上でございます。

なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明をさせてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。

総務課長（片岡和子君）

それでは議案第 50 号、物品購入契約の提案締結につきまして、ご

説明いたします。今回、購入を予定しておりますのは、消防ポンプ

自動車、いわゆるポンプ車と呼ばれるものでございます。佐川町消

防団配備の消防ポンプ自動車は７台ございまして、老朽化に伴い、

平成 29 年度から 1 年に 1 台ずつ更新していく計画としております。

計画の最終年度となります本年度は、佐川分団のポンプ車の更新を

予定しております。車両の概要につきましては、お手元の参考資料、

議案第 50 号関係をご覧いただきたいと思います。
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２枚目の方をご覧いただきたいと思います。こちらの写真の方は、

昨年度、斗賀野分団に配備いたしましたポンプ車の写真となってお

ります。本年度につきましては、排気量 2,999cc 以上、四輪駆動、

定員６名、斗賀野分団に配備したポンプ車と同タイプの車両を予定

しております。なお、今回配備を行います佐川分団が管轄する佐川

地区は、建物密集地箇所が多く存在しておりまして、そのような場

所で火災が発生した場合に、迅速に消火活動が行えるよう、ホース

数本を結合し、格納しておりますホースカーを更新対象の車両に積

載しておりますが、新しい車両の方にも、引き続き積載する予定と

しております。写真の下の方がホースカーになっております。以上

で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。

議長（西森勝仁君）

以上、説明が終わりました。

質疑を行います。

４番（田村幸生君）

１点だけ、ご質問をさせていただきます。同タイプということで、

写真が載っています議案第 50 号関連２の２の参考資料の写真の 1番

目のところのポンプ車の写真ですけれども、もし可能であればって

いう話で、提案させていただくんですけれども、写真の後ろのポン

プのホースの取り出し口のところの上に、ゲージ、水圧計と連成計

とが並んでいるんですけれども、これが現状真ん前にこないと、ち

ょっと見にくいっていうのが、あります。もし可能であれば、ちょ

っとあの張り出し、今現状佐川分団の以前に納品されたタイプのも

のには、ちょっと三角に張り出していて、横から見やすい操作がし

やすい。複数人でも確認がとれるっていう形の連成計と水圧計が、

搭載されているタイプが納品されています。できることであればそ

れと同様の仕様に、できる範囲で結構です。ちょっとご検討いただ

ければなと、以上です。

総務課長（片岡和子君）

ご提言ありがとうございます。納品にあたりまして落札業者のほ

うと、また詳細の方を確認しながら、より何とか利便性の高い、実

情に合ったポンプ車とできるように努めてまいりたいと思います。

ありがとうございます。

議長（西森勝仁君）

ほかに質疑はありませんか。
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12 番（岡村統正君）

もうこの消防ポンプ車のベースのメーカーはどこのメーカーでし

ょうか。

総務課長（片岡和子君）

ご質問につきまして、大変申し訳ありません。ちょっと手元に資

料がございませんので、後ほど、確認させていただいて、ご回答さ

せていただきたい。申し訳ありません。

12 番（岡村統正君）

これはですね、基本的なことだと思います。例えばトヨタか日野

か、あるいはいすゞかといったようなベースが決まってくると思う

んですが、最初に。それはわかってないって言ったらいかがなもの

かいうふうに思います。

議長（西森勝仁君）

休憩します。

休憩 午前 ９時 32 分

再開 午前 ９時 39 分

議長（西森勝仁君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

総務課長（片岡和子君）

仕様書のほうにつきましては、車種につきまして、キャビンであ

ったりとか、定員であったりとかエンジンについての仕様を定めて

おりまして、そちらと合致することを条件としております。この指

定をいたしましたものにあうものを、調達できるように落札業者さ

んにはお願いをしますので、特にメーカーについて、こちらのほう

で指定をしているものではございませんので、よろしくお願いした

いと思います。以上です。

12 番（岡村統正君）

自分が尾川の分団長の時には、車のメーカーを指定をして、これ

でやってくださいと、いうふうなことを申し添えたことがあります。

それは 30 年も前ですよ。そういったことでやったことがあるから、

ベースがどういうふうなメーカーになっちゅうかということをちょ

っと確認したいなということで質問をいたしました。

議長（西森勝仁君）
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ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なし、と認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 50 号、物品購入契約の締結について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 50 号は可決されました。

追加日程第４、議案第 51 号、物品購入契約の締結について、を

議題にします。

提案理由の説明を求めます。

町長（ 岡雄司君）

それでは議案第 51 号、物品購入契約の締結につきましては、令和

５年５月 31 日に入札を行いました佐川町立学校給食共同調理場、厨

房機器、３機種入れ替え業務の物品購入契約締結について、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求めるものであります。契約の方法は

指名競争入札、契約金額は 1,001 万円。契約の相手方は愛媛県松山

市天山３丁目 13 番 12 号、ウエストビル天山 1Ｆ、株式会社中西製

作所松山営業所所長、水野裕一郎でございます。説明は以上でござ

います。なお議案の詳細につきましては、教育次長から説明をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。

教育次長（廣田春秋君）

それでは議案第 51 号、物品購入契約の締結について、説明をさせ

ていただきます。本件の契約は佐川町立学校給食共同調理場、厨房

機器３機種入れ替え業務になります。契約の方法、契約金額相手方

につきましては先ほど町長の提案説明で説明した通りでございます。

参考資料をお開きください。参考資料議案第 51 号関係です。1 枚

目につきましては入札結果を記載しております。納入期限につきま
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しては令和６年３月 29 日としております。ただしこれはですね、機

械部品の不足などにより、物品が届かないということを想定しての

納入期限を設定しておりまして、実際は夏休み中の導入が進むよう

にですね、に契約相手方と話を進めたいというふうに考えておりま

す。それでは資料２枚目をご覧ください。この３機種ですけども少

し概要だけご説明をさし上げます。上段が電気フライヤーになりま

してこれは揚げ物を調理する設備でございまして、油の温度管理を

しながら、コンベアーで食材を運び、むらなく均一に調理が可能に

なるというものでございます。中段のフードミキサーにつきまして

は、食材を混ぜ合わせるための機械ということになります。下段、

消毒関係につきましては、高温の熱風により食器や食缶を消毒しま

してそのまま保管できる設備ということになっております。いずれ

の設備も安全な給食を提供するのに欠かせない設備ということにな

っております。説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

議長（西森勝仁君）

以上、説明が終わりました。

質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 51 号、物品購入契約の締結について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

賛成全員。

したがって、議案第 51 号は可決されました。

追加日程第５、議案第 52 号、佐川町立保育所の設置条例の一部を

改正する条例の制定について、を議題にします。提案理由の説明を

求めます。

町長（ 岡雄司君）
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それでは、議案第 52 号、佐川町立保育所設置条例の一部を改正す

る条例の制定につきましては、こども家庭庁の設置による子ども・

子育て支援法の一部改正に伴い、引用条文の改正を行うものであり

ます。説明は以上でございます。なお議案の詳細につきましては、

担当課長から説明をさせていただきますのでよろしくお願いをいた

します。

健康福祉課長（岡﨑省治君）

私の方から議案第 52 号、佐川町立保育所設置条例の一部を改正

する条例の制定につきまして、ご説明をいたします。この改正につ

きましては、初日に提出をいたしました、第 41 号から、44 号までの

改正と基本的に同趣旨のものでございまして、本来初日に提出すべ

きものでありましたが抜かっておりました。申し訳ございませんで

した。

今回の改正につきましては、まず新旧対照表をご覧いただきます

と、おわかりになりますが、第６条各号で引用しております、子ど

も・子育て支援法第 19 条第 1 項につきまして、こども家庭庁の設置

に伴う一部改正により、番号が改正になったことに伴い、改正を行

うものであります。中身そのものについての改正ではございません。

なお、本条例の施行日は公布の日からとなります。以上、よろしく

お願いいたします。

議長（西森勝仁君）

以上、説明が終わりました。

質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

議案第 52 号、佐川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま



229

す。

賛成全員。

したがって、議案第 52 号は可決されました。

日程第 14、議員派遣についてを議題とします。

議員派遣については、お手元に配付しましたとおり、派遣するこ

とにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

異議なしと認めます。

したがって、議員派遣は、お手元に配付のとおりと決定しました。

日程第 15、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題と

します。各委員長から会議規則第 75 条の規定によって、お手元に配

付しました、申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出

があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とするこ

とにご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

異議なしと認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び

調査とすることに決定しました。

以上で、本定例会に提出されましたすべての案件は終了しました。

町長挨拶を願います。

町長（ 岡雄司君）

それでは、令和５年度６月定例会の閉会にあたりまして、御挨拶

をさせていただきます。本定例会におきまして、ご提案させていた

だきました報告２件、同意案 10 件、追加議案５件を含めまして、議

案 18 件につきまして、適正なるご審議の上、すべてご承認をいただ

きました。まことにありがとうございました。

ご承認いただきました令和５年度の補正予算や物品購入、工事請

負契約議案につきましては、スピード感を持って適切に事業実施に

取り組みを進めてまいります。今後とも、住民目線で生活に密着し

た政策を実施させていただきますので議員の皆様におかれましては、

ご指導ご協力をよろしくお願いをいたします。

また、本定例会の一般質問におきまして、８名の議員の皆様から
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ご質問をいただきました。今後の町政運営にとっての重要な課題に

ついての内容のご質問であり、より一層身の引き締まる思いであり

ます。今回の補正予算でご承認いただきました事業におきまして、

進捗がおくれる事業、おくれている事業や、議員の皆様に対してご

説明がおくれた内容もありました。申し訳ございませんでした。こ

れらにつきましては、少しでもおくれを取り戻し、説明不足の点に

おきましても、委員会や議員の皆様にはしっかりとご報告をさせて

いただき、情報共有に努め、事業を推進してまいります。

今後とも、多くの課題や、いろいろな問題点があろうかと思いま

すが、全職員で力を合わせ、チームワークを大切にし、頑張ってま

いります。

いよいよ６月 25 日日曜日にまきのさんの道の駅佐川もオープン

近づいております。佐川町の産業振興、観光振興につながる取り組

みをしっかりと進め、多くの皆さんに来ていただき、楽しんでいた

だけるまきのさんの道の駅となるよう頑張ってまいります。

終わりになりますが、議員の皆様におかれましては、健康にご留

意され、引き続き町政発展のため、ご協力をいただきますようお願

いを申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。６月定

例会まことにありがとうございました。

議長（西森勝仁君）

本日の会議は、これをもちまして終わります。

令和５年６月、佐川町議会定例会を閉会します。

閉会 午前 10 時


